
   社会福祉法人清里町社会福祉協議会役職員旅費並びに会議等実費

弁償支給規程  

 

（目的）  

第１条  この規程は、職務のため旅行する役員及び職員（以下「役職

員」という。）に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めること

を目的とする。  

（旅費の支給）  

第２条  役職員が公務のため旅行した場合には、旅費を支給する。  

（旅行命令）  

第３条  出張は、会長が発する出張命令によって行わなければならない。  

２  会長は、業務の円滑な遂行を図るため必要があり、かつ、旅費の支

出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。  

（旅費の種類）  

第４条  旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、バス賃、日当、

宿泊料、交通費、就業支度金とする。  

２  鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃より支給する。  

３  船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。  

４  航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。  

５  車賃は、陸路（鉄道を除く）旅行について路程に応じ、１キロメー

トル当りの定額を支給する。但し、公用車による旅行の場合は、車賃

を支給しない。  

６  バス賃は、バス旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。 

７  日当は、旅行中の日数に応じ、１日当りの定額により支給する。  

８  宿泊料は、１夜当りの定額を上限として実費の宿泊料を支給する。  

９  看護職員等の就業支度金については、別に定める。  

（旅費の請求） 

第５条  旅費（概算払に係る旅費を含む）の支給を受けようとする者は、

旅費請求書を会長に提出するものとする。  

２  概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該出張の完了後、速やか

に当該旅費の精算をしなければならない。  

（旅費の計算）  

第６条  旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合

の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得

ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行しがた

い場合には、その現によった経路及び方法により計算することができ

る。 

第７条  旅費計算上の旅行日数は、旅行のための現に要した日数による。  

（鉄道賃）  

第８条  鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金、特別急行料金及び座席指

定料金による。  

 （１）  急行料金を徴する線路による旅行の場合には、急行料金及び

座席指定料金  

 （２）  特別急行料金を徴する線路による旅行の場合には、特別急行

料金及び座席指定料金  

（船賃） 



第９条船賃の額は、鉄道賃の例による。  

（航空賃）  

第１０条  航空賃の額は、旅行命令者が航空便の利用を認めた場合であ

ってその額は、現に支払った旅客運賃の額による。  

第１１条  バス賃の額は、現に支払った旅客運賃により支給する。  

第１２条  車賃、日当、宿泊料、交通費の額は、別表１に定めるところ

による。  

（会議等実費弁償）  

第１３条  本会理事・監事・評議員及び各種委員が会務のため会議等に

出席した場合は、次のとおり実費弁償を支給する。  

 （１）  実費弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、バス賃、

日当、宿泊料、交通費とする。  

 （２）  車賃、日当、宿泊料、交通費の額は、別表２に定めるところ

による。  

 （３）  旅費は、最も経済的な経路及び方法により計算する。  

２  町内旅行の場合における車賃支給に関する路程の計算は、別表３の

路程表による。  

（補則）  

第１４条  この規程に定めなき事項については、会長が清里町職員の旅

費に関する条例等を参考に決定する。  

 

 

   附  則 

 この規程は、昭和５７年９月２１日から施行する。  

 

   附  則 

 この規程は、昭和６２年４月１日から施行する。  

 

   附  則 

 この規程は、平成４年４月１日から施行する。  

 

   附  則 

 この規程は、平成１２年４月１日から施行する。  

 

   附  則 

 この規程は、平成１７年４月１日から施行する。  

 

   附  則 

 この規程は、平成２１年１月１日から施行する。  

 

   附  則 

 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。  

 

附  則 

 この規程は、令和２年６月１日から施行し、令和２年４月１日から適

用する。 



別表１ 

 

旅行先  
車賃 
(１ kmにつき ) 

日当 
(１日につき ) 

宿泊料  
(１夜につき ) 

交通費  

町  外 40 円 2,500 円 11,800 円  

道外 1,500 円  

道内の市（オホーツ

ク総合振興局管内の

市を除）  

    700 円  

町  内 50 円    

 

 

 

 

 

 １．斜網市町村（網走市、大空町、女満別町、美幌町、津別町、斜里

町、小清水町）、弟子屈町、標津町、中標津町に旅行する場合は、

町外日当を支給しない。上記以外のオホーツク総合振興局管内、十

勝総合振興局管内、釧路総合振興局管内、根室振興局管内に旅行す

る場合は半日当を支給する。ただし、宿泊を伴う旅行の場合は日当

を支給する。  

 ２．町内車賃（１Ｋｍにつき）５０円は、ホームヘルプサービス業務

を対象とするもので、その他の業務は４０円とする。  

 

 

 

別表２  

 

旅行先  
車賃 
(１ kmにつき ) 

日当 
(１日につき ) 

宿泊料  
(１夜につき ) 

交通費  

町  外 40 円 2,500 円 11,800 円  

道外 1,500 円  

道内の市（オホーツ

ク総合振興局管内の

市を除）  

    700 円  

町  内 40 円 2,500 円  

 

 

 

 

 

  



別表３  

 

路      程     表  

起
点 

旅   行   先 キロ数  
起
点 

旅   行   先  キロ数  

清
里
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー 

 

上斜里大和  

上斜里東  

向陽東  

（旧美里地区）  

江南東  

江南第３  

神威東  

神威中  

神威第１  

神威南  

神威西  

札弦第１  

札弦第２ 

札弦第３  

 

 

 ５．０  

 ４．０  

 ４．０  

 

 ５．０  

 ５．０  

 ５．０  

 ５．０  

 ５．０  

 ７．０  

 ７．０  

 ８．０  

 ８．０  

１０．０  

清
里
町
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー 

 

緑  町 

青  葉 

清  泉 

裏摩周  

斜里岳  

 

１６．０  

１４．０  

１９．０  

３３．０  

１４．０  

 

１．車賃は、４キロ未満は支給しない。  

２．実際の旅行距離が、旅程表と大きく異なる場合は別途計測等により

決定する。  

 


